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配転無効確認等請求事件 

   ＮＴＴ西日本会社の異職種・遠隔地配転無効裁判の 

        公正判決を求める要請書 

 静岡地方裁判所民事１部合議係  

 裁判長 富岡  章 殿 

 

要  請  書 

 ＮＴＴ東・西会社は、純粋持株会社ＮＴＴの１１万人リストラ計画「ＮＴＴグループ

３ケ年経営計画」を具体化して、２００２年５月東・西会社の１００％出資の地域子会

社を新設し基本業務を外注化し、５１歳以上の社員を｢退職・賃下げ再雇用｣で強制的に

地域子会社に移行させました。「ＮＴＴを退職」しなかった社員に対して、本人の状況や

家庭状況を全く無視して異職種・遠隔地配転を強行しました。ＮＴＴの「５０歳退職・

賃下げ再雇用」制度は、改正「高年齢者雇用安定法」や６０歳定年制の就業規則に反す

るものです。 

 また、「退職」に応じなかった社員に対する不必要で一方的な異職種・遠隔地配転は、

会社のいいなりにならない社員に対する報復人事であり、見せしめ・嫌がらせそのもの

であり人権侵害です。 

 このようなＮＴＴの違法・脱法のリストラ計画による「異職種・遠隔地配転」を直ち

に止めるよう、下記のとおり要請しますので公正な判断を行われることをお願いするも

のです。  

  【要請事項】 

１、本人同意のない異職種・遠隔地配転は、人権侵害でありＮＴＴの社会的責に反する

ものとして無効であることを明らかにしてください。 

２、異職種・遠隔地配転された原告らの甚大なる精神的、肉体的苦痛に対し、ＮＴＴを

断罪し、ＮＴＴがこの補償を行うよう公正に判断してください。 

３、｢ＮＴＴグループの３ケ年経営計画｣に基づく１１万人リストラの社会的責任を明ら

かにして、「５０歳退職・賃下げ再雇用」が、高年齢者雇用安定法並びに就業規則に

違反し、違法であることを明らかにして下さい。 
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